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ご存知ですか？　県運営適正化委員会

　県運営適正化委員会は、福祉サービスに関する利
用者や家族等からの苦情を解決するため、事業所へ
の調査や話し合いによるあっせん等を行います。
　サービスが事前に説明された内容や契約内容と
違っていた、職員の言動に傷つけられた等、疑問や
不満を感じていることはありませんか。
　相談は、窓口・電話・郵便・メールで受け付けて
います。窓口でのご相談の場合は、事前にお電話く
ださい。秘密厳守、相談料は無料です。
■相談時間　午前9時～午後4時
■問い合わせ先　栃木県運営適正化委員会
　(宇都宮市若草1-10-6　とちぎ福祉プラザ内)
　☎028(622)2941　 028(622)2316
　 asu.sw@dream.ocn.ne.jp

子育て出前サロン「ほほえみ」

　地域子育て支援センターが地域の児童館に出向き、
手遊び、絵本の読み聞かせなど、親子に遊びの支援
をします。また、保護者の皆さんがお子さんを遊ば
せながら、気軽におしゃべりや育児情報の交換がで
きます。
※事前申し込みは不要です。
■日時　10月18日㈮　午前10時～11時
■場所　こどもの広場いしばし
■対象者　未就学児とその保護者
■内容
　おみせやさんごっこをして遊びましょう！
■問い合わせ先
　子育て支援センターゆりかご
　☎(48) 5530

農地パトロールを行います

　農業委員会では毎年、農業委
員・農地利用最適化推進委員に
よる農地パトロール（農地利用
状況調査）を行っています。遊
休農地の把握と発生防止、農地
の違反転用防止を図るため、ま
た、農地の確保と有効利用を目
的として実施します。ご理解と
ご協力をお願いします。
■調査期間
　10月25日㈪～11月1日㈮
■対象　市内農地
■問い合わせ先
　農業委員会　☎(32)8915

法人市民税法人税割の税率改正

　税制改正により、地域間の財政力格差の縮減を図るため、消費税率
10％への改正段階において、法人市民税法人税割（市税）の税率を引
き下げ、地方法人税法人税割（国税）の税率を引き上げることとなり
ました。
　この改正を踏まえ、本市における法人市民税法人税割の税率は8.4％
となります。この税率は、10月1日以後に開始した事業年度分から適
用されます。
予定申告における経過措置
　10月1日以後に開始した最初の事業年度の予定
申告に係る法人税割額は、次のとおりです。

〔算定式〕
　予定申告にかかる法人税割額
＝(前事業年度分の法人税割額)×3.7
÷(前事業年度の月数）
■問い合わせ先　税務課　☎(32)8891

年末調整説明会

　源泉徴収義務者を対象に、給与所得者に係る年末
調整説明会を開催します。また、消費税の軽減税率
制度等の説明も予定しています。
　なお、説明会で使用するパンフレットは、11月
上旬に送付する予定です。
栃木会場
■対象者　栃木市、壬生町の源泉徴収義務者
■日時　11月19日㈫
　午前10時～午後0時30分
　午後2時～4時30分
■場所　栃木市栃木文化会館(栃木市旭町12-16)

小山会場
■対象者
　下野市、小山市、野木町の源泉徴収義務者
■日時　11月20日㈬
　午前10時～午後0時30分
　午後2時～4時30分
■場所
　小山市立文化センター(小山市中央町1-1-1)
※指定された会場以外でも出席可能です。
■問い合わせ先　栃木税務署法人課税第一部門
　☎0282(22)1805
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